
６月 ８２

12月 80.0 84.5 (40.0) 89.0

６月 85.0 90.0 (40.0) 95.0 特に優秀 優秀 良好 良好でない 不良

12月 85.0 (39.5) 89.5 (41.0) 94.0 (－) 号給 ８　(2) ６　(1) ４　(0) ２　(0) ０　(0)

６月 90.0 (42.0) 95.0 (43.5) 100.0 (－) 特に優秀 優秀 良好 良好でない 不良

12月 90.0 (42.0) 95.0 (43.5) 100.0 (－) 号給 ８　(2) ６　(1) ４　(0) ２　(0) ０　(0)

６月 92.5 (44.5) 98.0 (46.0) 103.5 (－) 特に優秀 優秀 良好 良好でない 不良

12月 92.5 (44.5) 98.0 (46.0) 103.5 (－) 号給 ８　(2) ６　(1) ４　(0) ２　(0) ０　(0)

６月 95.0 (44.5) 100.5 (46.0) 106.0 (－) 特に優秀 優秀 良好 良好でない 不良

12月 95.0 (44.5) 100.5 (46.0) 106.0 (－) 号給 ８　(2) ６　(1) ４　(0) ２　(0) ０　(0)

６月 95.0 (44.5) (46.0) (－) 特に優秀 優秀 良好 良好でない 不良

12月 95.0 (44.5) (46.0) (－) 号給 ８　(2) ６　(1) ４　(0) ２　(0) ０　(0)

６月 特に優秀 優秀 良好 良好でない 不良

12月 号給 ８　(2) ６　(1) ４　(0) ２　(0) ０　(0)

６月 号給 特に優秀 優秀 良好 良好でない 不良

12月 号給 ８　(2) ６　(1) ４　(0) ２　(0) ０　(0)

６月 特に優秀 優秀 良好 良好でない 不良

12月 号給 ８　(2) ６　(1) ４　(0) ２　(0) ０　(0)

６月 特に優秀 優秀 良好 良好でない 不良

12月 号給 ８　(2) ６　(1) ４　(0) ２　(0) ０　(0)

号給

私たちの賃金権利は、例年、次の流れで決まっていきます
　８月の人事院勧告 → ９月の県人事委員会の交渉 → 10月人事委員会勧告　→ 11月の確定交渉　→　条例改正等

私たちの賃金権利を確定するのが、「確定交渉」
　組合は、県人事委員会の勧告を受け、知事と教育長に要求書を提出し、３回の交渉を持ちます。交渉相手は、行政職
の場合はトップの知事ではなくナンバー２の総務部長となります。教育職の場合は、私たち教職員の任命権者である教育
長が交渉対象となります。この総務部長や教育長と行う交渉を確定交渉と呼びます。この交渉で私たちの賃金や労働条
件が「確定」するためです。今年度は、確定交渉で教育長から人事評価の改善の約束をとりつけました。

組合が勝ち取った労働条件は「労働協約」ではなく、条例改正などで対応される
　民間では、交渉で前進した賃金や労働条件について「労働協約」を結び、その恩恵を組合員が受けます。しかし、公務
員は労働協約締結権を剥奪されているため、県は条例や教育委員会規則等を改正することで対応します。組合員以外
にもその恩恵が及ぶのはこのためです。従って組合がなければ、賃金労働条件が前進することはあり得ません。
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